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平成23年度 つがる市
戦没者追悼・平和祈念式
　戦死された人々の霊を慰め、ご家族の長年の辛苦
をねぎらうとともに、再び戦争による惨禍を繰り返
さぬように恒久平和を祈念するため、つがる市戦没
者追悼・平和祈念式を開催しますので多数のご参列
をお願いします。

日時：７月21日(木）午前10時
場所：市生涯学習交流センター「松の館」

【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線245)

印鑑登録証交換のお知らせ
　旧町村で発行された印鑑登録証（カードまたは手
帳）と引き換えに、つがる市の新カードに交換して
いますので、随時交換してください。
●交換場所：木造・森田・柏地区→市役所市民課
　　　　　　稲垣地区→稲垣支所
　　　　　　車力地区→車力支所
●持参するもの： 旧町村で発行された印鑑登録証

（カードまたは手帳）
●交換期限： 期限はありませんが、来庁の機会があ

りましたら交換してください。
　　　　　　※代理の方でも交換できます。
●手 数 料：無料

【問い合わせ先】
　市民課　電話42-2111（内線262・265）

児童扶養手当「現況届」の提出
　現在、児童扶養手当の受給資格者の方へ「児童扶
養手当現況届」の用紙を７月末に送付します。
　この届出は所得額・受給資格等を確認するため毎
年提出していただくものです。必要事項を記入し添
付書類を確認のうえ、必ず提出してください。
　提出されない場合、８月以降の手当が受けられま
せん。

提出期限　８月１日（月）～31日（水）（土日を除く）
受付場所　市役所福祉課、稲垣支所、車力支所
児童扶養手当とは
　父母の離婚などで、父または母と生計を同じくし
ていない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭
等）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの
福祉の増進を図ることを目的として、支給される手
当です。
※新規申請は随時受付しています。
【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線233）

ひとり親家庭等医療費
受給資格の更新

　母子家庭、父子家庭等の健康の維持と福祉の増進
を図るため、県の助成をうけて市が医療費の助成を
する制度です。（所得制限あり）
対象者
• ひとり親家庭の児童および父母のいない児童（18
歳に達した年度末まで）
• 上記の児童を養育する父または母（一医療機関ご
とに月1,000円の自己負担あり）
更新手続　 すでに受給している方へは、更新関係書

類を７月末に送付します。
更新手続期間　８月１日(月)～31日(水)(土日を除く)
更新手続場所　市役所福祉課、稲垣支所、車力支所
※ 更新の届出がないと８月分以降の医療費の給付を
受けられなくなりますので、忘れずに手続をして
ください。
※新規申請は随時受付しています。
【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線233）

新カード



広報つがる 2011.7月号17

後期高齢者医療制度加入の皆様へ
●「後期高齢者医療被保険者証の一斉更新」について
　平成23年８月１日は被保険者証の更新日です。
　新しい被保険者証は、７月下旬に市から郵送します。有効期限は平成25年７月31日までとなります。
（ただし、保険料の滞納等の理由により納付相談の必要な方は、有効期限および更新時期が異なる場合があります）
　現在お使いの被保険者証は、平成23年８月１日以降に市役所国民健康保険課・稲垣支所・車力支所窓口に返
還してください。ただし、窓口への返還が困難な場合はハサミを入れ、廃棄してください。
※　 交付されましたら、記載内容をご確認のうえ、誤りがありましたら市役所国民健康保険課・稲垣支所・車
力支所窓口にお申し出ください。

※　 新しい被保険者証は、裏面に臓器提供の意思表示（提供する・提供しない）が記入できるようになりまし
た。意思表示の記入については、義務ではありません。

※　平成22年中の所得状況等により、８月１日から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。
●「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」について
《平成22年度に交付を受けている方》
　現在お使いの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、平成23年7月31日が有効期限となっております。
平成22年中の所得状況等により、平成23年度も引き続き低所得Ⅱまたは低所得Ⅰと判定された方につきましては、新
しい被保険者証とともに新しい認定証が交付されますので、更新手続の必要はありません。
　なお、新しい認定証の有効期限は平成24年７月31日となります。

【問い合わせ先】国民健康保険課　後期高齢者医療係　電話42-2111（内線274・275）
　　　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　電話017-721-3821

国民健康保険税の改正について
　平成23年度地方税法改正により、国民健康保険税の限
度額が変わります。ただし、税率には変更ありません。
※ 限度額とは、「これ以上の保険税を賦課してはならない」
という国の制限です。

市税の滞納整理を　　
　　強化していきます

　滞納とは、納税者が納期限までに税金を納付し
ていない状態をいいます。つがる市は市税を完納
している方との公平を保つため、青森県に設置さ
れました「徴収支援チーム」の支援を受け、滞納
の解消を図ることを目的に県税部職員と共にこれ
までに増して税の滞納処分を行います。
　税金を滞納すると、本来納めるべき税金のほか
に督促手数料、延滞金を納めなければなりません。
　納税者が税金を滞納したまま放置すると、滞納
者の意思にかかわらず法律に基づいて、強制的に
滞納処分を受けることとなりますので、納期内に
納税されますようお願いいたします。
　また、市では滞納解消に向けて、次のような取
り組みを行っていきます。

　　　納税相談、納税督促、財産調査
　　　給与調査、差押処分

【問い合わせ先】 収納課　電話42-2111(内線221)

すまいるプラザ日曜納付相談
期日：７月24日(日)
時間：10:00～19:00（受付は18:00まで）
場所：つがる市出張所(イオンモールつがる柏内)

収納課からのお知らせ
市税等は納期内に納めましょう

「固定資産税」第２期
「国民健康保険税」第１期
「介護保険料」第1期
「後期高齢者医療保険料」第１期
「住宅使用料」
「公共下水道使用料」
「農業集落排水処理施設使用料」
「公共下水道受益者負担金」第2期
　の納期限となっています。

【問い合わせ先】収納課　電話42-2111（内線221）

医 療 保 険 分 50万円 ➡ 51万円
後期高齢者支援分 13万円 ➡ 14万円
介 護 保 険 分 10万円 ➡ 12万円
合 計 額 73万円 ➡ 77万円

【問い合わせ先】　国民健康保険課　電話42-2111（内線277）

7月
　 は



記事中に電話番号がない場合は、☎42-2111をかけ
内線番号か課名をお話しください。
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広報つがる 2011.7月号19

■所在：つがる市木造川除　■区画数：16区画　■区画面積：269㎡（81.4坪）～350㎡（105.8坪）
■区画価格：224万円～280万円
■特別価格宅地分譲制度
　区画数を限定し１区画当たり30％引きで販売します。
■複数区画宅地分譲制度
　 ２区画以上契約した場合や既契約者が新たに区画を購入する場合は、分譲価格の40％以上を割り引
きます。ただし、この場合、特別価格宅地分譲制度は適用されません。

申し込み締め切り：８月31日（水）※９月１日から当分の間、分譲申し込みの受付を休止します。

問 管財課（内線334）または青森県住宅供給公社　電話017-723-1627
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夏の交通安全県民運動
7月21日(木)から7月31日(日)までの11日間

【目的】 市民一人一人に交通安全思想の普及・浸透を図
り、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣
づけ、交通事故防止の徹底を図る。

【運動の重点】
　　　１．子どもと高齢者の交通事故防止
　　　２．自転車の安全利用の推進
　　　３．飲酒・暴走運転の根絶

つがる市交通安全対策協議会

農作物生産者の皆様へ
　学校、保育所、住宅地、公園等に隣接する
農地で農薬散布の作業を行う際は、風の弱い
時に風向きに注意して、農薬飛散による被害
が発生しないよう周辺環境に十分に配慮する
よう心掛けましょう。

問 農林水産課課　電話42-2111(内線411)
　 水田農業対策室　電話25-3911




